
＜地域協働推進事業について＞ 
 

１．事業の概要 

（１）概要 

・持続可能な地域公共交通体系を構築するためには、地域の関係者が協働・連携しながら確

保・維持に向けて取組みを推進する必要がある。 

・長久手市では、連携計画の将来像の１つとして、公共交通を市民・交通事業者・行政が協

働で支えることを掲げる中で、協働の取組みに対する市民の参加意識が高いことがわかっ

た。さらなる公共交通の利用促進や周知を目指し、具体的な取組みを行うこととする。 

・このような地域ぐるみの利用促進の取組みに対して、最大２年間にわたって国の支援がな

されるようになったことから、この支援事業を活用して、より充実した取組みを目指す。 

 

（２）事業の適用を受けるための要件 

①事業実施事項を記載した「地域協働推進事業計画」が、以下の認定基準によって国から認

定を受けていること ⇒計画の策定が必要 

1）連携計画における位置づけがある 

2）３ヶ年以上の継続的かつ計画的な取組みの実施 

3）地域の連携協働体制が確立されている 

4）効果の目標が設定されている 

②確保維持改善事業が実施されていること ⇒実施済であるため、要件に該当 

 

（３）補助対象 

・補助対象事業のイメージは次頁のとおりとなっており、複数の事業を組み合わせて実施す

ることも可能となっている。 

 

２．事業の活用方策 

（１）取組みスケジュール(案) 

・平成26年度からの取組みを目指す。 

・今回の連携計画の見直しに合わせて、地域協働推進事業計画で取組む事業を連携計画に位

置付けて、地域協働推進事業計画の認定を受けることが必要となる。 

・計画策定に当たって、各関係者の実施要望を把握し、調整を図っていくこととする。 

 

（２）取組みとして考えられる事業(案) 

長久手市 
・市内公共交通の周知等を図るためのシンポジウムの開催 

・公共交通マップの作成 

Ｎ－バス 
・Ｎ－バスの見直しに向けて市民意見を取り入れるため、ワーキンググループ

の開催 

名鉄バス 

・「市内バス１日券＋施設利用券」をセット販売し、市内の地域めぐり、公共

交通の利用体験を通じて利用促進を図る 

・公共交通イベントを開催し、市内公共交通の周知及び利用拡大を図る 

リニモ 

・市民の皆様へ公共交通を利用した外出を促すような、各車体への共通ラッピ

ングの掲出 

・市内の中学生（または小学校高学年）の公共交通機関を利用した郊外学習で

の活用できるような、沿線施設と連携した社会見学ガイドマップの作成 
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